
三
三

　
久
邇
宮
は
、 
朝
彦
親
王
が
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
創
始
さ
れ
た
宮
家
で

あ
さ
ひ
こ

あ
る
。
第
一
世
・
朝
彦
親
王
、
第
二
世
・ 
邦
彦 
王
、
第
三
世
・ 
朝  
融 
王
、
い
ず

く
に
よ
し
 

あ
さ
 あ
き
ら

れ
も
能
書
の
誉
れ
が
高
い
。
小
稿
で
は
、
歴
代
の
水
茎
の
蹟
を
拝
し
な
が
ら
、

そ
の
書
に
つ
い
て
些
か
ご
紹
介
を
し
た
い
。
な
お
、
敬
称
・
敬
語
は
史
家
の
仕

法
に
則
り
、
最
少
限
度
に
と
ど
め
る
よ
う
つ
と
め
た
。

一
、　
第
一
世
・
朝
彦
親
王
と
そ
の
書

　
朝
彦
親
王
（
一
八
二
四
─
九
一
）
は
伏
見
宮
邦
家
親
王
（
一
八
〇
二
─
七
二
）

の
第
四
王
子
。
富
宮
と
号
す
。
幼
名
熊
千
代
。
所
生
は
鳥
居
小
路
信
子
。
号
に

東
里
・
桃
里
な
ど
あ
り
。

　
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
八
月
、
仁
孝
天
皇
の
養
子
と
な
り
、
一
条
院
主
に

補
せ
ら
れ
る
。
翌
年
八
月
、
親
王
宣
下
に
よ
り
名
を
成
憲
と
賜
り
、
興
福
寺
別

当
に
補
せ
ら
れ
る
。
興
福
寺
に
、
仁
孝
天
皇
宸
翰
「
成
憲
」
の
御
名
書
あ
り
。

同
九
年
閏
四
月
、
得
度
、
法
諱
尊
応
。
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
二
月
、
二
品

に
叙
せ
ら
れ
る
。
同
五
年
正
月
、
一
乗
院
を
出
て
、
青
蓮
院
に
移
り
、
法
諱
を

尊
融
と
賜
う
。
同
年
十
二
月
、
天
台
座
主
に
補
せ
ら
れ
る
。
安
政
六
年
（
一
八

五
九
）
九
月
、
安
政
の
大
獄
に
よ
り
、
座
主
の
任
を
辞
し
て
青
蓮
院
を
去
る
。

同
十
二
月
、
謹
慎
永
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ
、
相
国
寺
中
の
桂
芳
軒
に
移
ら
れ
る
。

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
四
月
、
永
蟄
居
を
免
ぜ
ら
れ
、
同
五
月
青
蓮
院
門
跡

に
還
住
。
同
年
十
二
月
、
国
事
御
用
掛
を
兼
ね
、
翌
年
正
月
、
還
俗
し
て
中
川

宮
の
称
号
を
賜
う
。
同
年
八
月
、
元
服
の
礼
を
行
い
、
弾
正
尹
に
任
じ
、
朝
彦

の
名
を
賜
う
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
十
月
、
中
川
宮
の
号
を
賀
陽
宮
と
改

め
る
。
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）、
八
月
、
陰
謀
事
件
に
連
座
。
勅
使
・
徳
大
寺

 
実  
則 
ら
来
邸
し
、
親
王
を
安
芸
（
広
島
）
に
去
ら
し
め
、
広
島
藩
に
幽
閉
。
同

さ
ね
 つ
ね

三
年
閏
十
月
、
復
帰
を
許
さ
れ
て
京
都
に
謹
慎
。
同
五
年
正
月
、
宮
号
を
復
し

三
品
に
叙
せ
ら
れ
る
。
同
八
年
五
月
、
仁
孝
天
皇
の
養
子
に
復
し
、
久
邇
宮
と

称
す
。
同
年
七
月
、
神
宮
祭
主
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
同
二
十
四
年
十
月
薨
去
。

　
な
お
、
伊
勢
市
に
あ
る
皇
學
館
大
学
は
、
明
治
十
五
年
四
月
、
神
宮
祭
主
で

あ
っ
た
朝
彦
親
王
の
令
達
に
よ
り
神
宮
学
問
所
で
あ
る
林
崎
文
庫
に
開
設
さ
れ

た
神
宮
皇
學
館
が
そ
の
前
身
で
あ
る
。

　
親
王
は
能
筆
で
あ
り
、
多
く
の
染
筆
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
石
碑
に
刻
さ
れ

た
も
の
も
あ
る
。
北
野
神
社
境
内
に
元
来
建
て
ら
れ
て
い
て
、
の
ち
に
教
王
護

国
寺
灌
頂
堂
の
南
に
移
さ
れ
た
「
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
碑
」（
嘉
永
六
年
）。
そ
し

て
平
等
院
正
門
前
に
あ
る
「
宇
治
製
茶
記
念
碑
」（
明
治
二
十
一
年
）
が
そ
れ
で

あ
る
。
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三
四

　
さ
て
こ
こ
で
、
朝
彦
親
王
の
肉
筆
御
草
稿
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
た
い
。
真
田

×
×

紐
で
結
ば
れ
た
桐
箱
（
縦
四
七
・
九
 
横
二
七
・
八
 
高
一
三
・
二
糎
）
の
中

に
二
十
点
が
一
括
し
て
保
存
さ
れ
て
い
た
。
中
に
は
誰
某
か
ら
懇
望
さ
れ
て
何

年
の
何
月
に
下
付
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
包
み
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ

た
。
な
お
、
桐
箱
の
中
に
は
、
第
二
王
子
で
あ
る
邦
憲
王
の
肉
筆
の
書
も
三
点

入
れ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
御
草
稿
は
親
王
の
執
事
を
し
て
い
た
人
の
家
に
伝
来

し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
の
朝
彦
親
王
の
書
二
十
点
と
邦
憲
王

の
書
三
点
の
詳
細
に
つ
い
て
記
す
。
な
お
、
斜
線
（
／
）
は
改
行
を
示
す
。

　
朝
彦
親
王
御
草
稿

　
１
　
青
柳 
高
鞆 
へ
御
下
賜
の
書
の
御
草
稿
四
種
（
明
治
十
六
年
）

た
か
と
も

　
　「
神
之
億
府
／
国
之
霊
鎮
／
二
品
朝
彦
親
王
」

×

紙
本
　
縦
三
〇
・
八
 
横
二
六
・
五
糎
　

×

紙
本
　
縦
三
一
・
八
 
横
三
〇
・
一
糎
　

×

紙
本
　
縦
三
三
・
二
 
横
三
〇
・
五
糎
　

×

紙
本
　
縦
三
三
・
七
 
横
三
〇
・
二
糎
　

　
　
※ 

×

包
紙
（
縦
三
七
・
四
 
横
五
〇
・
三
糎
）
に
「
明
治
十
六
年
十
二
月
十

四
日
御
下
渡
之
御
／
下
書
　
青
柳
高
鞆
ヨ
リ
願
也
」
の
墨
書
あ
り
。
青
柳

高
鞆
（
一
八
四
〇
─
九
二
）
は
下
総
生
ま
れ
の
国
学
者
。
足
利
氏
木
像
梟

首
事
件
に
加
わ
り
、
伊
勢
菰
野
藩
に
幽
閉
。
鹿
島
神
宮
少
宮
司
。

　
２
　
岩
下 
方  
平 
へ
御
下
賜
の
小
扁
額
の
御
草
稿
（
明
治
十
九
年
）

み
ち
 ひ
ら

×

　
　「
年
豊
人
楽
／
東
里
」　
紙
本
　
縦
一
八
・
三
 
横
八
四
・
〇
糎

　
　
※

×

包
紙
（
縦
二
四
・
三
 
横
三
三
・
六
糎
）
に
「
十
九
年
四
月
廿
四
日
岩

下
／
方
平
へ
御
染
筆
被
下
御
草
稿
」
と
墨
書
あ
り
。
岩
下
方
平
（
一
八
二

七
─
一
九
〇
〇
）
は
薩
摩
出
身
の
政
治
家
。
子
爵
。

　
３
　
西
岡
幸
之
助
へ
御
下
賜
の
三
社
神
号
の
御
草
稿
（
明
治
二
十
年
）

　
　
中
央
に
「
天
照
皇
大
神
」
そ
の
右
に
「
八
幡
宮
」
左
に
「
春
日
大
神
」（
無

×

款
）　
紙
本
　
縦
一
〇
七
・
一
 
横
五
三
・
四
糎

　
　
※

×

包
紙
（
縦
四
九
・
六
 
横
二
八
・
一
糎
）
に
「
明
治
廿
年
吉
田
嘿
取
次

／
願
人
佐
賀
県
下
肥
前
松
浦
郡
大
黒
里
／
村
　
西
岡
幸
之
助
／
御
下
付

済
」
と
墨
書
あ
り
。
な
お
「
大
黒
里
村
」
の
「
黒
」
の
字
は
「
里
」
の
字

を
誤
っ
て
書
い
た
と
思
わ
れ
、「
黒
」
の
字
の
上
に
重
ね
て
圏
点
が
付
さ
れ

て
い
る
。「
大
里
村
」
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
取
次
役
の
吉
田 
嘿  
し
づ
か

（
一
八
五
八
─
一
八
九
八
）
は
曇
華
院
宮
家
士
で
勤
皇
家
。
白
峰
・
龍
田
・

大
和
神
社
宮
司
を
歴
任
し
た
。

　
４
　
石
丸
忠
胤
へ
御
下
賜
の
書
の
御
草
稿
（
明
治
二
十
一
年
）

　
　「
神
籬
／
者
官
／
底
之
／
元
始
／
明
治
廿
一
年
五
月
／
朝
彦
　〈
竹
園
〉　

〈

×

常
兄
〉（
朱
文
印
）」　
紙
本
　
縦
二
七
・
〇
 
横
三
八
・
〇
の
半
紙
二
つ

折
り
。（
図
１
＝
署
名
部
分
）

　
　
※
半
紙
二
折
り
三
枚
を
紙
縒
で
綴
じ
て
あ
る
。
第
一
丁
の
端
に
「
廿
一
年

六
月
四
日
御
下
付
　

願
主
　
石
丸
忠
胤
」

と
朱
書
あ
り
。
石
丸

忠
胤
（
一
八
四
〇
─

没
年
不
詳
）
は
伊
予

の
人
。
近
江
多
賀
神

社
・
貴
船
神
社
宮
司

を
歴
任
し
た
。
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三
五

　
５
　
小
品
御
草
稿
（
明
治
二
十
三
年
）

　
　「
遺
芳
　
明
治
廿
三
年
五
月
　
東
里
」　
紙
本

×

　
縦
二
七
・
七
 
横
三
九
・
五
糎

　
６
　
北
条
的
門
へ
御
下
賜
の
扁
額
の
御
草
稿
二

種

　
　「
笙
磬
同
音
／
東
里
」　
紙
本
　
縦
六
〇
・
一

×

 
横
一
八
五
・
四
糎
（
図
２
）

　
　
※ 
裏
に
「
大
雲
院
前
住
職
北
条
的
門
へ
被

下
」
と
墨
書
あ
り
。
北
条
的
門
は
富
山
の

人
。
京
都
大
雲
院
住
職
。
著
に
『
的
門
上
人

全
集
』
五
巻
が
あ
る
。

　
　「
笙
磬
同
音
／
東
里
」　
紙
本
　
縦
六
〇
・
五

×

 
横
一
八
四
・
一
糎

　
　
※ 

×

包
紙
（
三
九
 
五
二
･
五
糎
）
が
添
え
ら

れ
、
そ
こ
に
は
「
宮
御
方
御
題
字
北
条
的
門

へ
被
下
」
と
墨
書
あ
り
。
但
し
、
こ
の
包
紙

が
、
こ
の
扁
額
御
草
稿
二
種
に
付
属
し
て
い

た
か
否
か
は
定
か
で
な
い
。

　
７
　
神
号
御
草
稿

×

　
　「
天
照
皇
大
神
」（
無
款
）　
神
本
　
縦
一
四
四
・
三
 
横
三
七
・
二
糎

　
　
※
雲
紙
三
枚
継
ぎ
。

　
８
　
天
壌
無
窮
の
神
勅
一
行
書
御
草
稿

　
　「
宝
祚
之
隆
当
与
天
壌
無
窮
者
矣
」（
無
款
）　
紙
本
　
縦
一
三
八
・
六×

 

横
六
五
・
二
糎

　
９
　
扁
額
御
草
稿

×

　
　「
綜
芸
種
智
院
」（
無
款
）　
紙
本
　
縦
四
二
・
八
 
一
三
九
・
五
糎

　
　
い
ず
れ
へ
御
下
賜
さ
れ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、「
綜
芸
種
智
院
」
と
あ

る
の
で
、
真
言
宗
の
雲
照
律
師
（
一
八
二
七
─
一
九
〇
九
）
が
明
治
十
四

年
に
開
設
し
た
総
黌
（
僧
侶
育
成
機
関
）
の
た
め
に
染
筆
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
　
　
扁
額
御
草
稿

１０

×

　
　「
聖
徳
殿
」（
無
款
）　
紙
本
　
縦
七
五
・
八
 
横
一
二
〇
・
五
糎

　
　
※
い
ず
れ
に
御
下
賜
さ
れ
た
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、「
聖
徳
殿
」
と
あ

る
の
で
、
い
ず
れ
か
の
寺
院
の
聖
徳
殿
の
た
め
に
染
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。

　
　
　
扁
額
御
草
稿

１１

×

　
　「
美
意
延
年
／
東
里
　〈
朝
〉（
朱
文
印
）」　
紙
本
　
縦
三
二
・
〇
 
横
一

二
八
・
五
糎

　
　
　
扁
額
御
草
稿

１２

×

　
　「
中
心
蔵
之
／
東
里
」　
紙
本
　
縦
三
六
・
四
 
横
一
四
九
・
一
糎

　
　
　
小
品
御
草
稿
二
種

１３

×

　
　「
淡
静
／
桃
里
」　
絹
本
　
縦
三
五
・
八
 
三
八
・
三
糎

×

　
　「
淡
静
／
桃
里
」　
紙
本
　
縦
三
六
・
〇
 
横
三
八
・
一
糎

　
　
　
小
品
御
草
稿
二
種

１４
×

　
　「
戩
穀
／
東
里
」　
紙
本
　
縦
二
二
・
三
 
横
三
五
・
一
糎

×

　
　「
戩
穀
／
東
里
」　
紙
本
　
縦
二
一
・
八
 
横
三
〇
・
〇
糎

　
　
※
「
戩
穀
」
と
は
善
を
尽
く
す
こ
と
。

久邇宮三代の書について２６０
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三
六

　
邦
憲
王
御
草
稿

　
　
　
一
行
書
御
草
稿
二
種

１５
×

　
　「
神
理
以
奨
俗
／
邦
憲
王
」　
紙
本
　
縦
一
三
七
・
〇
 
横
四
五
・
一
糎

×

　
　「
神
理
以
奨
俗
／
邦
憲
王
」　
紙
本
　
縦
一
三
五
・
二
 
横
四
五
・
五
糎

　
　
　
扁
額
御
草
稿

１６

×

　
　「
稽
古
照
今
／
邦
憲
」　
紙
本
　
縦
四
七
・
三
 
横
一
三
六
・
三
糎

二
、　
第
二
世
・
邦
彦
王
と
そ
の
書

　
邦
彦
王
（
一
八
七
三
─
一
九
二
九
）
は
、
朝
彦
親
王
の
第
三
王
子
。
母
は
女

房
・
泉
亭
萬
亀
子
。
幼
名
は
世
志
麿
。
雅
号
は
恭
堂
、
後
年
に
至
っ
て
謙
堂
・

兼
堂
の
号
を
用
い
、
画
や
俳
句
で
は
桃
林
の
号
を
用
い
ら
れ
た
。
ま
た
、
別
号

に
対
月
楼
主
人
が
あ
る
。「
桃
林
」
の
号
は
、
父
宮
の
号
「
桃
里
」
を
意
識
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
王
は
幼
少
よ
り
経
書
や
画
を
学
ば
れ
、
長
じ
て
雅
楽
・
馬
術
・
蹴
鞠
を
学
ば

れ
た
。
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
七
月
、
元
服
し
邦
彦
と
改
名
。
翌
年
三
月
、

勅
許
を
得
て
久
邇
宮
の
継
嗣
に
治
定
。
朝
彦
親
王
の
第
一
王
子
の
早
世
、
第
二

王
子
・
邦
憲
王
（
一
八
六
七
─
一
九
〇
九
）
病
弱
の
た
め
で
あ
る
。

　
京
都
府
尋
常
中
学
・
京
都
平
安
義
黌
・
学
習
院
を
経
て
、
明
治
二
十
六
年
十

月
、
東
京
の
成
城
学
校
卒
業
。
明
治
二
十
九
年
五
月
、
陸
軍
士
官
学
校
卒
業
。

同
三
十
七
年
、
日
露
戦
争
出
征
。
同
三
十
五
年
十
一
月
、
陸
軍
大
学
校
卒
業
。

翌
年
十
一
月
、
大
勲
位
菊
花
大
授
章
を
賜
う
。
同
三
十
九
年
十
二
月
、
功
四
級

金
鵄
勲
章
並
び
に
年
金
五
百
円
を
賜
う
。
明
治
四
十
年
四
月
、
欧
州
見
学
に
差

遣
、
ド
イ
ツ
・
ス
ペ
イ
ン
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
な
ど
を

歴
訪
し
、
十
月
帰
朝
さ
れ
る
。
明
治
四
十
三
年
十
二
月
、
陸
軍
歩
兵
大
佐
に
任

ぜ
ら
れ
、
歩
兵
第
三
十
八
連
隊
長
に
補
せ
ら
れ
る
。
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）

七
月
、
陸
軍
少
将
に
任
じ
、
近
衛
歩
兵
第
一
旅
団
長
に
補
せ
ら
れ
る
。
以
後
、

第
十
五
師
団
長
・
近
衛
師
団
長
・
軍
事
参
議
官
を
歴
任
。
大
正
十
二
年
八
月
、

陸
軍
大
将
。
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
一
月
、
薨
去
。
そ
の
危
篤
に
際
し
て
は
、

天
皇
よ
り
元
帥
の
称
号
及
び
大
勲
位
菊
花
章
頸
飾
を
賜
う
と
の
ご
沙
汰
あ
り
。

　
王
は
趣
味
広
く
、
書
道
・
日
本
画
・
洋
画
・
漢
詩
・
俳
句
を
能
く
せ
ら
れ
、

刀
剣
や
ビ
リ
ヤ
ー
ド
・
テ
ニ
ス
も
好
ま
れ
た
。
日
本
書
道
作
振
会
総
裁
と
し
て

書
道
の
奨
励
に
努
力
さ
れ
る
一
方
、
画
家
と
も
交
流
が
あ
り
、
横
山
大
観
・
山

元
春
挙
な
ど
に
染
筆
を
下
賜
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
国
の
著
名
書
画
家
・
王
一

亭
（
一
八
六
七
─
一
九
三
八
）
に
染
筆
を
賜
う
と
の
約
束
を
さ
れ
た
が
果
さ
ず
、

俔
子
妃
が
邦
彦
王
の
真
蹟
を
寄
せ
て
遺
志
に
酬
い
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
が
残
さ

れ
て
い
る
。

　
王
が
染
筆
さ
れ
た
額
に
は
、
住
吉
神
社
の
神
額
「
住
吉
神
社
」（
明
治
三
十
六

年
）、
熊
本
・
本
妙
寺
の
山
門
（
仁
王
門
）
の
額
「
発
星
山
」（
大
正
九
年
）、

大
阪
府
太
子
町
の
叡
福
寺
の
額
「
聖
霊
殿
」（
大
正
十
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。
住

吉
神
社
の
神
額
は
謹
厳
な
楷
書
で
染
筆
さ
れ
て
い
る
が
、
本
妙
寺
の
山
額
は
、

寺
が
加
藤
清
正
を
祀
っ
て
い
る
の
を
意
識
さ
れ
て
か
、
豪
放
な
行
書
で
染
筆
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
叡
福
寺
の
額
は
流
麗
な
行
書
で
あ
り
、
王
の
書
風
は
変
幻
自

在
な
巧
み
さ
を
備
え
て
お
ら
れ
る
。
横
浜
の
総
持
寺
に
は
「
大
般
若
波
羅
密
多

経
」（
大
正
十
二
年
）
を
写
経
さ
れ
て
奉
納
。
千
葉
県
君
津
市
の 
神  
野  
寺 
の
山
門

じ
ん
 や
 
じ

の
額
「
鹿
野
山
」（
大
正
中
期
）
や
三
重
亀
山
駅
前
の
鳥
居
に
掲
げ
ら
れ
た
能
褒

野
神
社
の
神
額
（
大
正
十
五
年
）
も
王
の
染
筆
に
拠
る
も
の
と
云
う
。
ま
た
高

田
市
に
は
「
昭
和
丁
卯
三
月
／
忠
魂
碑
／
邦
彦
書
」（
昭
和
二
年
）
と
あ
る
忠
魂
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三
七

碑
が
あ
っ
た
が
、
現
存
す
る
か
否
か
不
明
で
あ
る
。

　
掲
出
の
軸
（
図
３
）
は
、
妹
宮
・
素
子
女
王
（
一
八
七
六
─
一
九
一
八
）
の

夫
君
で
あ
る
仙
石
政
敬
子
爵
（
一
八
七
二
─
一
九
三
五
）
に
下
賜
さ
れ
た
も
の
。

せ
ん
ご
く
 ま
さ
 ゆ
き

×

表
具
寸
法
は
縦
二
一
四
・
〇
 
横
四
八
･
〇
糎
、
本
紙
寸
法
は
縦
一
四
二
・
二

×

 
横
三
五
・
六
糎
で
あ
る
。「〈
君
子
有
縁
〉（
冠
冒
白
文
印
）　
明
者
遠
見
于
未

萌
智
者
避
／
危
於
無
形
　
為
仙
石
君
／
録
古
人
之
語
／
兼
堂
〈
邦
彦
〉（
白
文

印
）〈
兼
堂
〉（
朱
文
印
）」
と
あ
る
。
出
典
は
司
馬
相
如
の
「
諫
猟
疏
」
で
あ
る
。

　
表
具
に
は
、
龍
の
柄
の
裂
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
桐
箱
（
縦
五
十
六
・
六×

 

×

横
八
・
八
 
高
八
・
〇
糎
）
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
蓋
表
に
は
「
邦
彦
王
殿
下

御
筆
」
と
墨
書
さ
れ
た
貼
紙
と
「
軸
七
十
一
」
と
墨
書
さ
れ
た
貼
紙
が
貼
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
口
貼
に
「
久
邇
宮
／
御
筆
／
１
８
０
」、
反
対
側
に
「
邦
彦
王
／

二
行
／
□
三
／
一
八
〇
」（
□
は
難
読
）
と
そ
れ
ぞ
れ
墨
書
さ
れ
た
紙
片
が
貼
ら

れ
て
い
る
。
箱
の
中
に
は
「
邦
彦
王
殿
下
御
親
書
解
文
」
と
墨
書
さ
れ
た
封
筒

×

（
縦
二
十
四
 
横
八
・
九
糎
）
が
付
属
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
邦
彦
王
の
肉
筆
で

「
仙
石
政
敬
の
分
／
明
者
遠
見
于
未
／
萌
。
智
者
避
危
／
於
無
形
。」（
訓
点
は

×

省
略
し
た
）
と
あ
る
変
形
の
紙
片
（
縦
十
七
・
六
 
横
〈
最
長
〉
十
六
・
一
糎
）

が
入
っ
て
い
る
。
ま
た
別
人
の
筆
に
な
る
「
明
者
」
云
々
と
あ
る
紙
片
が
入
っ

て
い
る
が
、
返
り
点
が
多
く
誤
っ
て
い
る
。「
仙
石
政
敬
の
分機

」（
傍
点
内
田
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
王
は
、
同
時
に
他
の
人
物
に
下
賜
す
る
書
も
染
筆
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　
王
の
妃
で
あ
る
俔
子
妃
（
一
八
七
九
─
一
九
五
六
）
は
、
旧
薩
摩
藩
第
十
二

代
藩
主
・
島
津
忠
義
公
爵
（
一
八
四
〇
─
一
八
九
七
）
の
第
八
女
。
号
は
瑞
園
。

邦
彦
王
第
一
王
女
の
良
子
女
王
は
昭
和
天
皇
皇
后
と
な
っ
た
（
香
淳
皇
后
）。

な
お
、
香
淳
皇
后
の
号
「
桃
苑
」
は
、
祖
父
宮
の
号
「
桃
里
」・
父
宮
の
号
「
桃

林
」
を
意
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
掲
出
の
俔
子
妃
軸
（
図
４
）
は
、
自
詠
和
歌
を
書
か
れ
た
も
の
。「
折
に
／
ふ

れ
て
　
ひ
る
も
な
ほ
木
陰
を
く
ら
き
御
園
生
は
／
あ
ま
た
の
鳥
の
声
そ
聞
ゆ
る 

俔

×

子
」
と
あ
る
。
表
具
寸
法
は
縦
二
〇
四
・
〇
 
横
四
四
・
九
糎
、
本
紙
寸
法

×

が
縦
一
三
九
・
〇
 
横
三
一
・
三
糎
。
軸 
端 
に
は
蒔
絵
が
施
さ
れ
て
い
る
。

は
な

　
箱
書
は
久
邇
宮
別
当
で
あ
っ
た
宇
川 
済 
（
海
軍
中
将
・
一
八
七
九
─
一
九

わ
た
る

七
七
）
に
よ
る
。
な
お
宇
川
が
久
邇
宮
別
当
と
な
っ
た
の
は
昭
和
十
年
（
一
九

三
五
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
昭
和
十
年
代
の
箱
書
と
い
う
こ
と
に
な

×
×

ろ
う
。
箱
は
縦
五
二
・
二
 
横
七
・
七
 
高
七
・
二
糎
で
、
蓋
表
に
「
久
邇
宮

大
妃
俔
子
殿
下
御
染
筆
」、
蓋
裏
に
「
奉
　
別
当
宇
川
済
謹
証
〈
花
押
〉」
と
そ

久邇宮三代の書について２５８
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三
八

れ
ぞ
れ
墨
書
さ
れ
て
い
る
。

三
、　
第
三
世
・
朝
融
王
と
そ
の
書

　
朝
融
王
（
一
九
〇
一
─
五
九
）
は
、
邦
彦
王
第
一
王
子
。
妃
は
伏
見
宮
博
恭

王
（
一
八
七
五
─
一
九
四
六
）
の
第
三
王
女
・
知
子
女
王
（
一
九
〇
七
─
四

七
）。
明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一
）
二
月
誕
生
。
大
正
十
年
（
一
九
二
一
）、

江
田
島
の
海
軍
兵
学
校
卒
業
。
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）、
父
宮
の
薨
去
に
と
も

な
い
久
邇
宮
を
継
承
。
同
七
年
五
月
、
大
勲
位
菊
花
大
授
章
を
賜
う
。
同
十
五

年
功
四
級
金
鵄
勲
章
を
賜
う
。
同
年
七
月
、
八
雲
艦
長
。
以
後
、
木
更
津
海
軍

航
空
隊
司
令
官
・
高
雄
海
軍
航
空
隊
司
令
・
第
十
九
、
二
十
連
合
航
空
隊
司
令

官
を
歴
任
し
た
。
同
二
十
年
五
月
、
海
軍
中
将
。
同
二
十
二
年
十
月
、
皇
族
を

離
脱
し
、
久
邇
の
姓
を
賜
り
、
久
邇
朝
融
と
称
す
。
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
逝

去
。

　
王
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
に
精
通
さ
れ
、
戦
前
は
膨
大
な
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド
を
蒐

集
さ
れ
て
、「
レ
コ
ー
ド
の
宮
様
」
と
し
て
知
ら
れ
た
。
ま
た
ピ
ア
ノ
や
チ
ェ

ロ
を
演
奏
さ
れ
、
名
チ
ェ
リ
ス
ト
・
ジ
ョ
セ
フ
・
ホ
ル
マ
ン
（
一
八
五
二
─
一

九
二
七
）
遺
愛
の
チ
ェ
ロ
（
一
七
四
〇
年
、
ガ
ル
ネ
リ
ウ
ス
製
作
）
を
所
持
さ

れ
て
い
た
。
声
楽
は
長
坂
好
子
（
一
八
九
一
─
一
九
七
〇
）
に
師
事
し
、
宮
中

の
音
楽
会
で
も
ヘ
ン
デ
ル
の
ラ
ル
ゴ
を
歌
わ
れ
た
写
真
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
蘭
や
薔
薇
の
栽
培
に
も
長
じ
て
お
ら
れ
た
。

　
王
は
書
道
を
能
く
さ
れ
、『
邦
彦
王
行
実
』（
一
九
三
九
年
、
久
邇
宮
）
の
書

名
題
簽
と
題
辞
「
聿
修
其
徳
」
の
揮
毫
を
さ
れ
て
い
る
。
熱
海
尋
常
高
等
小
学

校
の
「
忠
孝
」
の
二
字
（
昭
和
七
年
・
現
存
せ
ず
と
云
う
）、
熊
本
の
北
岡
神

社
の
神
額
（
昭
和
八
年
）、
鹿
児
島
指
宿
の
枚
聞
神
社
の
扁
額
「
天
業
恢
弘
」

（
昭
和
十
年
代
中
葉
）、
信
州
飯
田
の
元
善
光
寺
の
平
和
殿
の
扁
額
（
昭
和
二
十

四
年
）
お
よ
び
梵
鐘
「
平
和
の
鐘
」
銘
（
昭
和
二
十
五
年
）
な
ど
、
染
筆
の
依

頼
が
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
朝
融
王
の
「
朝
」
の
字
は
祖
父
宮
・
朝
彦
親
王
の
偏
諱
、「
融
」

の
字
も
朝
彦
親
王
の
青
蓮
院
門
跡
時
代
の
法
諱
「
尊
融
」
の
偏
諱
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
朝
融
王
の
号
に
関
し
て
は
、
今
年
、
筆
者
が
元
善
光
寺
・
北
岡
神
社

を
調
査
し
た
際
に
書
額
に
「
憲
堂
」
の
印
が
捺
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
憲
堂

と
号
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
な
お
、
こ
の
「
憲
」
の
字
は
、
朝
彦
親

王
が
天
保
八
年
の
親
王
宣
下
の
折
に
賜
っ
た
「
成
憲
」
の
偏
諱
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

　
二
〇
一
〇
年
七
月
、
北
岡
神
社
に
参
拝
し
て
神
額
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
同
社
の
記
録
に
よ
る
と
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
四
月
に
同
社
が
鎮
座

一
千
年
を
迎
え
る
に
あ
た
り
、
王
よ
り
神
額
の
ご
染
筆
を
賜
り
、
あ
わ
せ
て
参

列
を
仰
ぎ
、
同
式
年
大
祭
が
斎
行
さ
れ
た
と
い
う
。
軍
服
に
大
勲
位
菊
花
大
授

章
を
佩
用
さ
れ
た
王
が
、
社
殿
前
の
参
道
を
歩
か
れ
る
と
こ
ろ
を
撮
影
さ
れ
た

写
真
が
残
さ
れ
て
お
り
、
拝
殿
内
に
飾
ら
れ
て
い
た
。
金
箔
が
押
さ
れ
た
神
額

は
、
拝
殿
内
の
上
方
中
央
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
（
図
５
）。「
北
岡
神
社
」
と
大

書
さ
れ
「
朝
融
王
」
と
署
名
さ
れ
て
、「
朝
融
王
章
」「
憲
堂
」
の
二
印
が
捺
さ

れ
て
い
る
。
高
い
と
こ
ろ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
大
き
さ
は
不
明
で
あ
る

が
、
相
当
大
き
な
神
額
と
拝
見
し
た
。

　
北
岡
神
社
の
調
査
に
先
立
つ
こ
と
ひ
と
月
、
同
年
五
月
末
に
元
善
光
寺
に
参

詣
し
て
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
皇
族
離
脱
後
の
王
が
元
善
光
寺
の
奉
賛
会
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三
九

長
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
寺
に
あ
る
梵
鐘
は
、
王
自
身
に
よ
っ
て
「
平
和
の

鐘
」
と
命
名
さ
れ
た
も
の
。
梵
鐘
の
「
平
和
の
鐘
　
久
邇
朝
融
」
と
い
う
八
字

は
、
王
の
筆
に
拠
る
も
の
。
銘
文
は
善
光
寺
貫
主
の
清
水
谷
恭
順
大
僧
正
に
よ

る
。
昭
和
二
十
五
年
九
月
に
名
古
屋
の
鋳
師
・
十
一
代
加
藤
忠
三
朗
（
一
九
一

三
─
一
九
八
二
）
に
よ
っ
て
鋳
造
さ
れ
た
。
梵
鐘
に
は
協
賛
者
と
し
て
当
時
の

首
相
・
吉
田
茂
や
幣
原
喜
重
郎
、
増
田
甲
子
七
な
ど
当
時
の
政
治
家
の
名
が
刻

ま
れ
て
い
る
。
な
お
、
鐘
楼
の
内
部
に
は
「
金
一
封
　
元
久
邇
宮
朝
融
王
」
と

あ
る
木
額
が
掛
か
っ
て
い
た
。

　
同
寺
の
平
和
殿
に
王
の
扁
額
が
あ
る
と
の
こ
と
で
、
案
内
し
て
い
た
だ
い
た

と
こ
ろ
、
平
和
殿
は
南
ア
ル
プ
ス
が
一
望
で
き
る
高
台
に
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は

戦
没
者
の
霊
位
を
祀
っ
て
あ
り
、
王
の
染
筆
に
よ
る
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た

（
図
６
）。
欅
材
の
扁
額
に
、
お
お
ら
か
な
書
風
で
大
書
さ
れ
た
「
平
和
殿
」
の

三
字
と
「
昭
和
二
十
四
年
春
／
朝
融
書
」
の
署
名
が
陰
刻
さ
れ
て
緑
色
の
彩
色

が
施
さ
れ
て
い
る
。
印
章
は
冠
冒
印
が
「
意
心
所
適
（
意
心
の 
適 
ふ
所
）」
と

か
な

あ
り
、
署
名
の
後
に
は
「
朝
融
王
章
」「
憲
堂
」
の
二
印
が
刻
さ
れ
て
朱
色
の

彩
色
が
施
さ
れ
て
い
た
。

　
皇
族
離
脱
後
の
王
は
、
昭
和
二
十
四
年

と
二
十
五
年
の
二
度
、
元
善
光
寺
に
参
詣

さ
れ
て
い
る
。
昭
和
二
十
四
年
春
に
は
元

善
光
寺
近
く
の
今
村
家
に
お
立
ち
寄
り
に

な
り
、
本
多
善
光
卿
が
難
波
か
ら
持
ち

帰
っ
た
阿
弥
陀
如
来
像
を
置
い
た
と
い
う

伝
承
の
あ
る
、
邸
内
の
如
来
腰
掛
石
を
ご

覧
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
以
上
、
久
邇
宮
三
代
の
書
に
つ
い
て
浅

談
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
歴
代
、
額
字

を
下
賜
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
戦
前
は
各
地
の
寺
社
が
皇
族

方
に
染
筆
を
依
頼
す
る
む
き
が
少
な
く
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
と
な

が
ら
、
染
筆
の
多
い
方
と
そ
う
で
な
い
方
が
お
ら
れ
る
。
久
邇
宮
歴
代
は
能
書

で
あ
ら
れ
た
た
め
依
頼
が
多
く
、
か
つ
染
筆
を
好
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、
多
く
の

書
蹟
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
参
考
文
献

　『
青
蓮
歌
集
』（
久
邇
宮
朝
彦
親
王
三
十
年
祭
記
念
、
一
九
二
二
年
）

　『
朝
彦
親
王
景
仰
録
』（
久
邇
宮
朝
彦
親
王
五
十
年
祭
記
念
会
、
一
九
四
二
年
）

　『
邦
彦
王
行
実
』（
久
邇
宮
、
一
九
三
九
年
）

　「
楽
興
の
時
（
上
）・（
下
）
＝
鼎
談
＝
」（『
レ
コ
ー
ド
音
楽
』、
名
曲
堂
、
一
九
四
九

年
九
月
、
十
月
）

久邇宮三代の書について２５６

図
５

図
６



四
〇

　
本
多
賢
胤
『
復
興
』（
元
善
光
寺
、
二
〇
〇
三
年
）

　
付
　
記

　
二
〇
一
〇
年
五
月
、
信
州
飯
田
の
元
善
光
寺
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
折
は
、
住

職
の
本
多
秀
賢
氏
に
親
し
く
ご
案
内
と
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
久
邇
朝
融
氏
が
同
寺

を
参
詣
さ
れ
た
折
、
接
待
役
の
今
村
忠
助
氏
（
当
時
の
国
会
議
員
）
ら
と
撮
影
さ
れ
た

写
真
も
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
は
、
寺
宝
の
数
々
と
現
・
青
蓮
院
門
跡
名

誉
門
主
の
東
伏
見
慈
洽
氏
（
久
邇
宮
邦
彦
王
第
三
王
子
で
朝
融
王
の
弟
宮
）
が
染
筆
さ

れ
た
客
殿
の
扁
額
や
衝
立
も
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
本
多
秀
賢
氏
よ
り
ご

紹
介
い
た
だ
い
た
今
村
善
興
氏
の
お
宅
に
伺
っ
た
。
今
村
氏
邸
は
「
善
光
屋
敷
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
多
善
光
が
住
ん
で
い
た
と
い
う
伝
承
の
あ
る
所
で
あ
る
。
邸

内
の
如
来
腰
掛
石
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
同
年
七
月
に
は
、
熊
本
の
北
岡
神
社
の
神
額
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
の

折
り
に
は
同
社
権
禰
宜
の
町
田
誠
一
郎
氏
に
ご
案
内
と
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

　
千
葉
の
神
野
寺
、
指
宿
の
枚
聞
神
社
、
熱
海
市
立
第
一
小
学
校
長
・
神
尾
義
敬
氏
に

は
、
電
話
に
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
さ
ら
に
第
一
小
学
校
か
ら
は
創
立
百
年
の
折
に

上
梓
さ
れ
た
『
樟
齢
　
百
年
の
あ
ゆ
み
』
を
御
恵
贈
い
た
だ
い
た
。

　
ご
協
力
い
た
だ
い
た
こ
れ
ら
の
方
々
に
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

〔
二
〇
一
〇
・
一
〇
・
四
　
受
理
〕 
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